
市では、男女共同参画社会の実現を目
指して策定した「成田市女性行動計画」
を推進するため、市民のみなさんからの
意見や助言をいただく「女性計画推進懇
話会」を設置しています。
委員の任期満了に伴い、新委員として
参画していただける人を公募します。
委員の任期＝2年（平成16年3月1日～18年

2月28日）
応募資格＝市内在住の満20歳以上で、男
女共同参画社会の実現に感心があり、
年数回の会議に出席できる人
募集人数＝3人
応募方法＝2月6日（金）（消印有効）までに、
「男女共同参画社会の実現」について考
えていることを800字程度にまとめ、
履歴書（これまでの社会活動や所属団
体などがあれば記入）とともに企画課
（〒286-8585 花崎町760）へ
※くわしくは同課（120-1500）へ。
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あなたの意見を生かしませんか
「女性計画推進懇話会委員」

あなたの就職を応援
「パソコン技能取得講習会」

シャトルが飛び交う
「バドミントン冬季大会」

成田のベストペアは？
「ジュニアダブルステニス大会」

一緒に考えませんか
「男女共同参画セミナー」

日時＝2月1日（日）午前8時30分から
会場＝市体育館
試合形式＝ダブルス
参加費＝1チーム2,000円
対象＝高校生以上
※申し込みは1月23日（金）までに市体育
協会事務局（生涯スポーツ課・1 20-

1584）へ。

期日＝2月22日（日）・29日（日）
会場＝中台テニスコート
参加資格＝市内在住の人・市テニス協会
加盟クラブの会員・市内の高校に通う
生徒（県高校総体個人戦で本戦ベスト8

以上、市テニス協会主催シングルス、
ダブルス選手権でAクラス出場者は除
く）
参加費＝1組1,500円
競技種目＝18歳以下クラスダブルス個人
戦（男女）の本戦およびコンソレーショ
ン（敗者復活戦）
申し込み方法＝1月30日（金）までに樺沢
テニス企画（128-4062）へ
※くわしくは市テニス協会事務局・藤原
武昭さん（126-5942）へ。

平成15年度後期男女共同参画セミナー
を次のとおり開催します。一人ひとりが
健康で“いきいき”と暮らせる豊かな社
会について考えてみませんか。
日時＝2月5日（木）・16日（月）（全2回）午
後2時～4時
会場＝市役所6階会議室
テーマ＝「男女共同参画社会への道」
〇 2月5日＝「生涯を健康で過ごすために
～女性外来の経験から～」竹尾愛理

え り

さ
ん（県立東金病院内科医師）

〇 2月16日＝「ひとりひとりが力を発揮で
きる社会へ」魚住明代さん（城西国際大
学助教授）
対象＝市内在住または在勤の男女
定員＝60人（先着順）
参加費＝無料
申し込み方法＝電話・FAX・ハガキ・E-

mailのいずれかで企画課（120-1500・
FAX24-1006・〒286-8585 花崎町760・
E-mail kikaku@city.narita. chiba.jp）へ
※託児室（2～8歳）の利用を希望する人は、

1月30日（金）までにお申し込みくださ
い。くわしくは企画課へ。

日時＝2月4日（水）～3月22日（月）の月・
水・木曜日（2月11日を除く全20日間）
午前10時～午後4時
会場＝勤労会館（不動ヶ岡）
内容＝ワープロソフト「ワード」を使用し、
日商文書処理技能検定4級取得を目指
す
対象＝現在求職中で、技術を身に付けて
就業しようとする人
定員＝20人（応募者多数は選考）
受講料＝無料（教材費・技能検定料は実
費。18,000円程度）
申し込み方法＝1月7日（水）または8日
（木）の午後2時～4時に応募者本人が直
接会場へ
※くわしくは商工観光課（120-1540）へ。

「あなたもグランドピアノを
弾いてみませんか」

日時＝1月31日（土）、2月1日（日）午前9

時～午後5時
会場＝国際文化会館大ホール
対象＝市内在住・在勤・在学の人（中学
生以下は保護者同伴）
定員＝各日15人（応募者多数は抽選）
演奏時間＝1人30分以内
応募方法＝1月20日（火）（当日消印有効）
までに、往復ハガキに住所・氏名・年
齢・職業・電話番号・希望日を書いて
国際文化会館「スタインウェイ演奏希
望」係（〒286-0021 土屋303）へ
※参加費は無料です。くわしくは（財）成
田市教育文化振興財団（123-1331）へ。

二十歳を祝して
「成田市成人式」

対象＝昭和58年4月2日～59年4月1日に
生まれ、市内に住んでいる人または市
内の中学校を卒業した人
日時＝1月12日（祝）午前10時30分から
（受け付けは午前9時30分から）
会場＝国際文化会館
内容＝式典、記念行事
※くわしくは生涯学習課（120-1583）へ。



※くわしくは千葉労働局労働基準部賃金
室（1043-221-2328）または成田労働基
準監督署（122-5666）へ。

Jan.●4Jan.●12

WECPNLとは、航空機騒音の特異性、継続時間、昼
夜の別なども加味したうるささの単位。この数値
は速報値です。くわしくは空港対策課（120-1521）
へ。

◇1月10日（土）・11日（日）＝「リロアンドスティッ
チ」
アニメ吹き替え・2002年・アメリカ
◇1月18日（日）＝「命」

2002年・日本
◇1月25日（日）＝「第三の男」
字幕・1949年・イギリス

◆入場は無料・上映は午後2時から

日曜映画会

航空機騒音測定結果 平成15年11月分

利用日時 駐車場所

1：50～2：10 長沼共同利用施設

7日（水）
2：30～2：50 大室共同利用施設

21日（水）
3：00～3：20 長田共同利用施設

3：30～3：50 側鷹神社境内（小泉）

4：00～4：30 赤荻保育園

1：40～2：00 西三里塚共同利用施設

9日（金）
2：10～2：30 遠山スポーツ広場

23日（金）
2：40～3：00 三里塚第二公園わき

3：10～3：30 新駒井野共同利用施設

4：00～4：30 土屋児童公園

1：30～1：50 北須賀青年館

16日（金）
2：00～2：20 さぎ山第一街区公園（宗吾台）

30日（金）
2：40～3：00 並木町公民館

3：10～3：30 大久保台地区集会所

3：40～4：10 公津の杜公園

※雨天などの場合は中止することがあります。く
わしくは市立図書館（127-4646）へ。
今月の図書館休館日＝1日（祝）～4日（日）（年始）・

5日（月）・12日（祝）・13日（火）・19日（月）・26日
（月）・30日（金）（館内整理日）

測定局 WECPNL 測定局 WECPNL 測定局 WECPNL

竜台 70.8 土室（県） 74.4 野毛平 78.0 

北羽鳥 74.5 大生 76.5 堀之内 74.2 

北羽鳥北部 72.1 成毛 71.5 馬場 72.5 

水掛 70.9 芦田 80.9 遠山 75.8 

磯部 74.6 大室 70.9 本三里塚 79.6

幡谷 71.3 大室（公団）74.2 御料牧場 72.8記念館

長沼 73.8 押畑 67.4 三里塚 88.8 

荒海 78.6 野毛平 75.7 本城 72.0工業団地

土室(公団) 68.9 赤荻 75.7 南三里塚 72.5 

飯岡 76.3 下金山 69.4 

移動図書館巡回日程

ご存知ですか
「県内労働者の最低賃金」

・ B o a r d

1月10日は
「110番の日」

加盟事業主に補助金
「中小企業退職金共済」

視聴覚サービスセンター・127-2533

県内すべての事業所で働く労働者（パ
ート、アルバイトを含む）に適用される
「千葉県最低賃金」と、特定の業種の事業
場で働く労働者に適用される「産業別最
低賃金」が一部改正されました。
この最低賃金額には、精皆勤手当、通
勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、
深夜手当などは含まれません。

補助対象＝平成15年1月1日～12月31日
に支払った共済掛金
補助率＝共済制度に加入した月から12カ
月は20％、以後60カ月までは10％
限度額＝従業員1人につき年額12,000円
申請方法＝1月30日（金）までに、所定の
申請書・支払い明細書などを商工観光
課（市役所4階）へ
※くわしくは同課（120-1540）へ。

忘れずに参加を
「甲種防火管理講習会」

日時＝2月19日（木）・20日（金）午前9時
15分～午後5時
会場＝国際文化会館小ホール
対象＝市内在住または在勤の人
定員＝80人（先着順）
申し込み方法＝1月19日（月）・20日（火）
の午前9時～午後5時に、写真（3.0cm×
2.4cm）1枚・受講料4,000円（テキスト代
含む）を持って消防本部予防課（市役所
地下1階）へ
※くわしくは同課（120-1591）へ。

千葉県最低賃金 677円

調味料製造業 766円

鉄鋼業 793円

一般機械器具製造業 783円

電気機械器具、情報通信機械器
具、電子部品・デバイス製造業

780円

精密機械器具製造業 765円

各種商品小売業 747円

自動車（新車）小売業 775円

産
業
別
最
低
賃
金

110番は、警察に連絡するための緊急
電話です。
事件、事故に遭ったときや見たときは、
ためらわずに110番してください。110

番が早ければ早いほど犯人を捕まえる確
率が高くなります。110番センターでは、
通報を聞きながら同時にパトカーや交番
の警察官に無線で指令しますので、落ち
着いてお話しください。
※くわしくは成田警察署地域課（1 27-

0110）へ。

20歳がスタート
「国民年金」

ことし、成人を迎えられたみなさん、
国民年金の手続きはもう済んでいますか。
日本に住んでいる20歳から60歳までの
すべての人は、国民年金に加入します｡
国民年金は国が責任をもって運営する
公的年金制度で、社会全体で助け合うこ
とを目的としています。老後はもちろん、
病気や事故などで障害が残ったときや死
亡といった万一のときに支えになるのが
国民年金です｡
保険料は、月額13,300円。納付には、
毎月指定の口座から保険料が自動的に払
い込める口座振替や、一度に前払いする
ことによって割引のある前納が便利です。
また、収入がなく保険料を納められな
いときには免除制度が、学生（夜間部・
定時制・通信制課程も含む）には学生納
付特例制度があります。いずれも一定の
基準がありますので、ご相談ください。
国民年金への加入および免除などの手続
きは市役所1階の保険年金課窓口で行っ
ています｡
※くわしくは同課（120-1526）へ。

20歳になったら必ず加入を




